
◆ 平成25年度の港湾労働者派遣事業において、派遣実績のある９４事業所の賃金形態に
ついては、「月給」と「日給月給」の併用をしている事業所が28件ともっとも多く、全体
の29.8％を占めている。
また、何らかの形で「日給月給」を導入している事業所は59.6％を占めている。
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① 港湾労働者派遣事業実施事業所における賃金形態
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日給月給制の労働者が派遣により就業した場合、
賃金の面で労働者にメリットとなることが想定される。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ

資料５ 別添



◆ ６大港において、平成25年度に派遣された労働者は、派遣労働者として登録されている
労働者6,479人のうち2,316人（35.7％）となっている。

② 港湾労働者派遣事業における派遣対象労働者の派遣実績

東京港 横浜港 名古屋港 大阪港 神戸港 関門港 合 計

派遣対象労働者 70 924 1,743 986 1,831 925 6,479

派遣労働者 37 376 726 347 533 297 2,316

派遣割合 52.9% 40.7% 41.7% 35.2% 29.1% 32.1% 35.7%
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職業安定局 建設・港湾対策室調べ



◆ ６大港において、平成25年度に派遣された労働者の平均年齢42.4歳となっている。
港別にみると関門港が39.1歳と最も若いく、続いて神戸港が40.9歳となっている。

③ 港湾労働者派遣事業における派遣労働者の平均年齢

東京港 横浜港 名古屋港 大阪港 神戸港 関門港 合 計

派遣労働者 37 376 726 347 533 297 2,316

平均年齢 44.4 45.6 41.0 44.3 40.9 39.1 42.4
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職業安定局 建設・港湾対策室調べ



◆ ６大港において、平成25年度に派遣された労働者の60歳以上の者の割合は、6.2%となっ
ている。

④ 港湾労働者派遣事業における派遣労働者の60歳以上の割合

東京港 横浜港 名古屋港 大阪港 神戸港 関門港 合 計

派遣労働者 37 376 726 347 533 297 2,316

60歳以上の者 4 41 26 22 34 16 143

割 合 10.8% 10.9% 3.6% 6.3% 6.4% 5.4% 6.2%
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職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 5,201 3,540 3,445 2,828 3,066 3,908 5,292 27,280

延人数 743 590 689 707 1,022 1,954 5,292 10,997

就労割合 6.8% 5.4% 6.3% 6.4% 9.3% 17.8% 48.1% 100.0%
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⑤ 平成25年度就労日数別派遣状況（６大港）
◆ ６大港における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日が48.1%、2日
が17.8%と全体の65.9%を占めており、上限の７日の利用は6.8%にとどまってい
る。

（人日） （延人）

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



⑥ 平成25年度就労日数別派遣状況（東京港）

7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 518 36 40 0 0 34 52 680

延人数 74 6 8 0 0 17 52 157

就労割合 47.1% 3.8% 5.1% 0.0% 0.0% 10.8% 33.1% 100.0%
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◆ 東京港における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、7日が47.1%となってお
り、５日以上が全体の56％を占めている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 1,288 1,266 1,030 704 1,014 1,026 824 7,152

延人数 184 211 206 176 338 513 824 2,452

就労割合 7.5% 8.6% 8.4% 7.2% 13.8% 20.9% 33.6% 100.0%
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⑦ 平成25年度就労日数別派遣状況（横浜港）

（人日） （延人）

◆ 横浜港（横浜・川崎）における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日
が33.2%、2日が21.1%と全体の51.1%を占めており、上限の７日の利用は7.6%に
とどまっている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 756 498 395 496 381 796 1,688 5,010

延人数 108 83 79 124 127 398 1,688 2,607

就労割合 4.1% 3.2% 3.0% 4.8% 4.9% 15.3% 64.7% 100%
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⑧ 平成25年度就労日数別派遣状況（名古屋港）

（人日） （延人）

◆ 名古屋港における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日が64.7%、2日が
15.3%と全体の80.0%を占めており、上限の７日の利用は4.1%にとどまっている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 763 570 715 376 399 600 932 4,355

延人数 109 95 143 94 133 300 932 1,806

就労割合 6.0% 5.3% 7.9% 5.2% 7.4% 16.6% 51.6% 100.0%
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⑨ 平成25年度就労日数別派遣状況（大阪港）

（人日） （延人）

◆ 大阪港における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日が51.6%、2日
が16.6%と全体の68.2%を占めており、上限の７日の利用は6.0%にとどまっている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合計

派遣延数 49 72 125 212 372 694 1,290 2,814

延人数 7 12 25 53 124 347 1,290 1,858

就労割合 0.4% 0.6% 1.3% 2.9% 6.7% 18.7% 69.4% 100.0%
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⑩ 平成25年度就労日数別派遣状況（神戸港）

（人日） （延人）

◆ 神戸港における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日が64.9%、2日
が18.7%と全体の83.6%を占めており、上限の７日の利用は0.4%にとどまっている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 合 計

派遣延数 1,827 1,098 1,140 1,040 900 758 506 7,269

延人数 261 183 228 260 300 379 506 2,117

就労割合 12.3% 8.6% 10.8% 12.3% 14.2% 17.9% 23.9% 100.0%
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⑪ 平成25年度就労日数別派遣状況（関門港）

（人日） （延人）

◆ 関門港（下関・関門）における就労日数別派遣状況は、派遣日数別にみると、１日が
23.9%、2日が17.9%と全体の41.8%を占めているが、上限の７日についても、12.3%
となっており、幅広く利用されている。

職業安定局 建設・港湾対策室調べ



港湾労働者派遣事業における派遣上限日数の緩和について

２．メリット

① 派遣労働に従事できる日数が増え派遣制度の活用が促進されることにより、波動性への対応が期待
できる。※ 波動性の大きさ（平日における６大港平均のピーク日とボトム日の差）
平成15年 265人日 平成20年 278人日 平成25年 289人日（港湾運送事業雇用実態調査）

１．これまでの経緯（現在、派遣労働者１人につき１ヶ月７日という上限あり）

○７日となった経緯（平成16年４月より）
→ 当該制度の有効活用促進の観点から、関係労使の意見等を踏まえ緩和を実施

○５日となった経緯（平成12年10月より）
→ 日々の波動性への対応及び日雇労働者を減少させる観点から日雇労働者の「就労日数」を算出し、
その日数を派遣労働者の就業日数とすることとした。
※ 常用労働者及び日雇労働者が調査対象に含まれている「屋外労働者職種別賃金調査」における「港湾労働者の月平均実
労働日数」と「業務統計」における「常用港湾労働者の月間平均就労延べ日数」の差により算出 約22日－約17日≒５日

① 派遣就労日数の上限緩和により、港湾労働者派遣制度における「労働者の雇用の安定」という考え方
が派遣法の「労働力需給の調整」という考え方により近づくことから、派遣法と港湾労働者派遣制度の
従来からの相違点の整理について影響を及ぼすことが懸念される。

３．デメリット

② 常用労働者の安定した雇用の確保及び雇用情勢の変化（過去のリーマン・ショックや今後のオリン
ピック開催等）への対応が可能となる。

③ 派遣就労日数の上限緩和により日雇労働者の減少の一助となることが考えられる。

【参考データ】▶ ６大港における「月間平均就労日数」について（平成25年度データより算出）
１６．４日 港湾労働者数５４１，１８８人日÷港湾労働者証所持者数３２，９３４人で算出
１９．０日 港湾労働者数５４１，１８８人日÷常用労働者実人員２８，４６６人で算出

② 派遣労働の比重が高い労働者が発生する恐れがある。

○新たな港湾雇用安定等計画において、日数の上限緩和について検討を行う旨を記載

（参考）


